
             地域医療等対策特別委員会会議記録 

 

                      地域医療等対策特別委員長 三浦 陽子 

 

１ 日時 

  平成 22 年１月 20 日（水曜日） 

  午前 10 時４分開会、午後０時５分散会 

２ 場所 

  第２委員会室 

３ 出席委員 

  三浦陽子委員長、小野寺有一副委員長、及川幸子委員、小田島峰雄委員、 

 関根敏伸委員、髙橋元委員、千葉伝委員、熊谷泉委員、工藤勝博委員、 

 木村幸弘委員、斉藤信委員 

４ 欠席委員 

  なし 

５ 事務局職員 

  小原担当書記、佐々木担当書記 

６ 説明のために出席した者 

  保健福祉部  

  野原医療国保課総括課長、佐々木保健衛生課総括課長、岡村長寿社会課総括課長 

  岩手ホスピスの会 代表 川守田裕司氏 

  かたくりの会   会長 千葉武氏 

  アイリスの会   会長 鈴木俊子氏 

７ 一般傍聴者 

  なし 

８ 会議に付した事件 

(1) 「岩手県がん対策推進計画と、がん患者と家族の実状」について 

(1) (2) 次回の委員会運営について 

  (3) 県外調査について 

９ 議事の内容 

○三浦陽子委員長 おはようございます。ただいまから、地域医療等対策特別委員会を開会

いたします。 

これより、本日の会議を開きます。本日は、お手元に配付いたしております日程により会議

を行います。本日は、岩手県がん対策推進計画と、がん患者と家族の実状について調査を行

いますが、がん患者と家族の実状についての調査に先立ち、岩手県がん対策推進計画につい

て、執行部から説明を受けることといたします。 



 それでは、岩手県がん対策推進計画について、執行部から説明を受けます。 

○野原医療国保課総括課長 それでは、私どものほうから資料を御用意させていただきま

した。資料１、概要版、そして資料２、指標の進捗状況、資料３、現在進めております取り

組みの状況、そして参考資料といたしまして、岩手県がん対策推進計画の本体を用意してご

ざいます。御確認いただければと思います。 

 それでは、岩手県がん対策推進計画の概要につきまして、資料１に基づきまして、御説明

させていただきます。ページをおめくりいただきまして、策定の趣旨でございます。国は、

がん対策の充実を求める国民の声にこたえまして、平成 18 年６月にがん対策基本法が議員

立法にて成立をいたしまして、また法に基づき、がん対策を総合的かつ計画的に推進するた

め、がん対策推進基本計画を策定したものでございます。本県におきましては、国のがん対

策推進基本計画を基本とし、県民一人一人が正しい知識と情報を持ち、安心、納得できるが

ん医療を受けられるようにするなど、がんを知り、がんと向き合い、がんに負けることのな

い社会を実現するため、がん対策を総合的かつ計画的に推進する岩手県がん対策推進計画

を平成 20 年３月に策定したところでございます。 

 本計画につきましては、平成 20 年度を初年次とし、平成 24 年度を目標年次とする５カ

年計画であり、本計画は医療関係者、がん患者さんの会の代表の方などの委員から成る岩手

県がん対策推進協議会におきまして御審議いただき、策定したものでございます。また、計

画の推進に当たりましては、本協議会において、成果や課題の検証を行いながら、必要に応

じ、計画の見直しを行っているところでございます。 

 本県のがん対策の主要な課題といたしましては、がん予防、がんの早期発見とがん医療の

均てん化の、二つがございます。 

 ２ページに本県の現状、課題を示してございます。まず、図表１でございます。がんの死

亡率の年次推移、本県と全国の状況を示したものでございます。がんによる死亡は、全国で

は年間 30 万人以上、本県も 4,000 人を超え、死亡原因の第１位となっているものでござい

ます。また、高齢化の進展によりまして、人口当たりの死亡数でもございます粗死亡率も増

加の傾向にございます。一方、高齢化の影響を調整いたしました年齢調整死亡率については、

本県は全国とほぼ同様、横ばいからわずかながら減少の傾向を認めているところでござい

ます。 

 図表の２は検診で発見されたがんと医療機関の外来受診で発見されたがんの５年間の生

存率の比較をしたものでございます。すべてのがんで検診群の生存率が外来群よりも高い

結果となっております。 

 次に、図表の３でございます。がん患者さんのうち、検診で見つかった割合を示してござ

いますが、すべてのがんでほぼ２割から３割でございます。まだまだ医療機関で発見される

割合が高い状況でございます。 

 次に、図表の４でございます。がん診療に係る医療機能の保健医療圏ごとの分布を示した

ものでございます。がん医療のうち、手術、化学療法、放射線療法の各保健医療圏ごとの実



施件数では、盛岡医療圏に化学療法、放射線療法の約７割が集中しているなど、圏域によっ

て偏りが見られるものでございます。 

 次に、図表の５に緩和ケアチーム、緩和ケア外来の状況を示してございます。県内で平成

19 年時点におきまして、がんの診療を行っている病院は 53 病院、約半分の病院でがん診療

を行ってございますが、緩和ケアチームの設置が 10 チーム、緩和ケア外来の実施が３病院

でございます。なお、直近の平成 21 年 11 月現在では緩和ケアチームが全県で 13 チーム、

緩和ケア外来は６病院で実施しているところでございます。 

 これを受けまして、１ページの課題でございます、がん予防、がんの早期発見でございま

すが、生活習慣の改善、また肝がんの原因となります肝炎ウイルス等の感染症による発がん

予防に取り組むこと、また進行がんを減少させ、がんの治癒や患者のＱＯＬ確保の向上のた

め、早期発見、早期治療につなげる取り組みが求められてございます。 

 そして、がん医療の均てん化につきましては、治療の可能性と治療方法の選択肢が拡大し

ているものの、先ほどの表４でお示ししましたとおり、本県においてはがん医療の機能分布

は一様ではなく、本県の深刻な医師不足等の状況の中で医療資源の有効活用を図りながら、

手術、化学療法、放射線療法といった標準的な治療を提供していくこと、そして増加するが

ん患者、治療が慢性化する難治がん患者の療養生活の質の維持、向上を支援する取り組みが

求められているところでございます。 

 ページをおめくりいただきまして、３ページでございます。今後の取り組みの基本方針と

いたしましては、がん患者を含めた県民、医療従事者及び行政が一体となったがん対策を実

施すること、特に取り組むべき分野を重点化し、施策の方向を定めるとともに、実現可能な

目標を掲げ、総合的かつ計画的ながん対策を進めることとしてございます。 

 計画の中で重点的に取り組むべき事項として、以下５点を掲げてございます。まずは、主

要課題でも掲げましたが、がん予防とがんの早期発見でございます。がんに関係する生活習

慣の改善や、がんについては何よりやはり喫煙対策が重要でございます。これらによりまし

てがん予防に取り組むとともに、早期に発見し、治療につなげるがん検診の実施体制の整備、

質の向上を図っていくこととしてございます。 

次に、２点目が標準的ながん治療の普及でございます。がんの種類や進行度等に応じて、手

術療法、化学療法、放射線療法を組み合わせて行う集学的治療などの標準的な治療や、高度

ながん治療を提供していくため、連携を担う医療機関の整備、専門的知識を有する医療従事

者の育成、医療機関が機能を重点化し連携する体制の構築を目指すこととしてございます。 

 こちらの図表６にがん診療（急性期）の医療連携のイメージを示してございます。一番上

の県がん診療連携拠点病院、いわゆるセンター的な機能を持つ病院、これは岩手医科大学が

指定されているものでございますが、胃がんや大腸がんといった多く見られるがんのほか

に難治がん、進行がん、再発がんといったような分野を他の地域がん診療連携拠点病院等と

連携しながら担っていくというものでございます。また、各圏域ごとの地域がん診療連携拠

点病院についても、それぞれの専門分野について連携をして治療に当たっていこうという



ものでございます。 

 また３ページにお戻りいただきまして、３点目でございます。がん治療と並行した緩和ケ

アの普及でございますが、長期にわたりがん治療を受けるがん患者の有する多様な状態や

症状の緩和にがん治療の早い段階から取り組む緩和ケアの普及を図るため、専門的な知識

や技術を有する医療従事者の育成と在宅医療や介護との連携を含めた地域連携体制を構築

していくこととしてございます。 

 こちら、また４ページにこれらのイメージを示してございます。図表７が緩和ケアにおけ

る医療連携のイメージでございます。患者さんや家族を中心といたしまして、かかりつけ医

やがん診療連携拠点病院、また訪問看護ステーションや介護サービスなどが地域で連携を

進めていこうというものでございます。 

 また、図表８につきましては、がん治療と並行した緩和ケアの普及のこれまでの現状とい

たしましては、がんが診断され、治療がある程度進行した段階で緩和ケアがスタートしてい

ったものでございますが、がんと診断され、治療の早い段階から痛みの治療やメンタル面も

含めた緩和ケアを開始していこうというものでございます。 

 また３ページにお戻りいただきまして、４点目、相談支援・情報提供の普及でございます。

がん患者やその家族の有するさまざまな疑問や悩みにこたえ、安心して医療を受けること

ができるよう支援する相談体制の整備、ケアに関する情報の提供の普及を図っていくこと

としてございます。 

 ５点目ががん登録の推進でございます。地域でどれぐらいの方ががんにかかり、また亡く

なっているのかといったがん対策の評価を適切に行うため、がん患者の実態を把握し、対策

の評価等を分析し、明らかにしていくがん登録を推進することとしてございます。 

 次に、計画の目標でございます。全体目標として、数値目標といたしましては、がんによ

る死亡者数の減少、75 歳未満年齢調整死亡率を 10 年間で 20％減少しようという目標を掲

げてございます。また、計画期間の平成 24 年度までに 10％以上の減少を目標としてござい

ます。また、すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の向上を掲げ

ているところでございます。 

 ページをおめくりいただきまして、６ページの図表９、図表 10 にがんの死亡率の年次推

移、全国と岩手県、75 歳未満の年齢調整死亡率を示してございます。本県は、全国と同様、

男女ともに緩やかでございますが、減少してきている傾向にはございます。図表 10 に数値

で全国と岩手県をお示ししてございます。本県は、全国よりも低く推移をしてございますが、

ここ 10 年間の動向でございますが、全国は平成７年比で 15％減少しているのに対して、本

県は９％減少となっているものでございます。 

 ５ページにお戻りいただきまして、分野別施策及び主な個別目標でございます。こちらは、

５つの分野に関しまして、29 の指標を設定しているものでございます。この個別の指標の

設定と現在の進捗状況につきましては、この後資料２により御説明をさせていただきます。 

 最後の９番、計画の推進に当たりまして、それぞれの計画を推進する主体の役割を計画の



中で記載をさせていただいたところでございます。がん患者を含めた県民に期待される役

割といたしましては、がんの予防に関する知識を深めるとともに、がん検診の受診に努める

こととされているものでございます。また、行政に期待される役割といたしましては、関係

者の意見を把握し、対策に反映させること、成果や課題を検証し、実効性の高い施策を行う

こととしてございます。県の役割といたしましては、広域的な視点での事業や関係機関の連

携、支援、市町村が担うべき役割としては、県民へ直接提供する事業への取り組みといった

ものが記載されているものでございます。 

 続きまして、資料２によりまして、岩手県がん対策推進計画の各指標の設定と現在の進捗

状況について御説明をさせていただきます。まず、全体目標でございます。先ほども御説明

しましたとおり、すべてのがん死亡率の減少といたしまして、人口 10 万人当たり 75 歳未

満年齢調整死亡率を設定させていただいたものでございます。こちらは、高齢化の影響を極

力除いた精度の高い指標とすることが適当ということで指標を設定させていただくもので

ございます。こちらの基準数値 90.9 でございますが、これを平成 24 年までに 10％以上の

減少、平成29年までに20％以上の減少を目指しているものでございます。現在の進捗状況、

平成 20 年度でございますが、本県は 81.3、目標が 24 年までに 81.8 ということでございま

すので、現時点ではまずは順調に推移をしているものでございます。 

 次に、それぞれの分野における個別目標と進捗状況でございます。まずは、がんの予防で

ございますが、喫煙率に関しましては、二つ目の項目、成人の喫煙率の減少については、男

性 40％未満、女性６％未満、総数 20％未満を掲げたところでございます。平成 16 年の基準

といたしましては、総数で 23.5％となっているものでございます。なお、現在の進捗状況

につきましては、現在県民生活実態調査にてこの数値を取りまとめしてございまして、平成

22 年度に公表する予定となってございます。 

 そのほか、二つ下の指標でございます。禁煙支援プログラムが提供されている市町村の割

合の増加でございます。100％を目標としてございますが、こちらにつきましては、基準年

の17年で57.1％が19年が42.9％とちょっと減少してございます。こちらにつきましては、

平成 17 年度は合併前の旧市町村単位で１カ所でも実施した場合はカウントしているといっ

た関係もございまして、合併等の影響もあり、数値が下がってきているというものでござい

ます。そのほか、がんの予防に関係する生活習慣でございます。野菜の摂取量の増加、平均

脂肪エネルギー比率の減少、運動習慣の普及、多量に飲酒する人の割合の減少などを指標と

して掲げたところでございます。 

 おめくりいただきまして、二つ目の視点、分野でございます。がんの早期発見でございま

す。こちらにつきましては、胃がん、肺がん、乳がん、子宮がん、大腸がんの五つのがんに

つきまして、50％以上の受診率を目指しているものでございます。平成 16 年の基準数値に

おきましては、おおむね 20％から 30％程度となっているものでございます。現在の進捗状

況でございますが、少しずつ、胃がんでありますと 31.5％から 33.5％、肺がんは 22.9％か

ら 32.1％と伸びているところでございますが、乳がん、子宮がんにつきましては、数値が



減少してございます。これにつきましては、備考欄に記載がございますとおり、乳がん、子

宮がんの検診が平成 17 年度から２年に１回の受診に変更されたものでございます。一方、

この調査でございます国民生活基礎調査につきましては、過去１年間の受診のみを調査し

ているものでございますので、こういった関係から数値が減少してきているというもので

ございます。 

 次に、がん医療でございます。医療機関の整備と医療連携体制の構築に関しましては、が

ん診療連携拠点病院等の整備といたしまして、県内すべての医療圏、９医療圏にすべて整備

をするという目標を掲げてございます。平成 18 年、２圏域であったものが平成 21 年現在

では８圏域になってございます。なお、がん診療連携拠点病院が整備されていない釜石圏域

につきましては、現在策定作業をしてございます地域医療再生計画に基づきまして、県立釜

石病院に放射線治療機器等の整備を図る予定となってございますので、平成 24 年度、最短

でということでございますが、がん診療連携拠点病院の整備指定に向けた準備を今後進め

る予定となってございます。 

 そのほか、がん医療を担う医療従事者の育成といたしまして、放射線療法に従事する専門

の医師数、化学療法に従事する専門の医師数などを設定したところでございます。 

 緩和ケアに関しましては、すべてのがん治療にかかわる医師の研修等による緩和ケアに

ついての基本的な知識の習得といたしまして、100％を目指しているものでございますが、

平成 21 年度現在におきましては 38.8％となっておるものでございます。 

 次に、またページをおめくりいただきまして、３ページにまいりまして、４点目、情報提

供及び相談支援でございます。相談、患者さんや家族への相談を担う相談支援センターの整

備につきましても９圏域の目標でございます。こちらも平成 18 年の２圏域が 21 年は８圏

域となっているものでございます。 

 ５点目のがん登録につきましても、すべてのがん診療連携拠点病院等における院内がん

登録及び地域がん登録の実施というもので、すべての圏域、９圏域を目指しているものでご

ざいますが、平成 18 年の２圏域が、21 年におきましては８圏域となってきているものでご

ざいます。 

 今後これらの目標達成に向けて、取り組みをさらに加速させていくため、県、市町村、医

療機関、企業、事業所や県民が計画に定められたそれぞれの役割を踏まえ、より具体的な行

動を展開できるよう取り組みを進めることが必要と考えております。このため、推進計画の

主要な部分でございます、たばこ対策、がん検診対策、がん医療の均てん化につきまして、

今年度取り組み方針の具体化による計画の充実、すなわちバージョンアップを図るものと

して、現在がん対策推進協議会等において検討を進めているところであり、資料３に現時点

での素案をお示ししているものでございます。本日は、時間の関係もございますので、詳細

な説明は割愛をさせていただきますが、今後２月上旬に予定してございますがん対策推進

協議会で成案化し、関係機関と連携を図りながら取り組みを進めてまいりたいというふう

に考えてございます。 



 がん対策推進協議会の概要につきましては以上でございます。 

○三浦陽子委員長 ありがとうございました。 

 ここで、執行部の皆様は退席されて結構でございます。きょうは説明だけということにさ

せていただきたいと思います。 

（「説明だけなの。もっとやらないの」と呼ぶ者あり） 

○三浦陽子委員長 特別委員会なので、特別委員会の性格上、常任委員会という形とちょっ

と違うということで、説明だけにさせていただきたいと思います。 

○斉藤信委員 そんなことはないのだよ。今の特別委員会だって徹底してやったのだし、や

れないということはないです。常任委員会と同じような議論になっている。 

○三浦陽子委員長 それでは、次のこともございますので、手短によろしくお願いしたいと

思います。 

○及川幸子委員 説明いただきました。ちょっと疑問に思いまして、乳がんとか子宮がんの

検診率が大変低いし、これは絶対 50％なんかならないと思います。というのは、地域の婦

人層から大変不評なのが、今まで１年に１回あったのが、市から来ていたのが２年に１回で

しょう。やっぱり自分のお金ではなかなかやらないですね。それで、１年に１回でもがんに

なっている人は結構います。この半年とか３カ月に１回とかの間でも進んでいくという状

況の中で、やっぱりこれは求めていかなければならない、改善していかなければならないの

ではないかと強く思うのですが、いかがでしょうか。 

○佐々木保健衛生課総括課長 ただいま委員から乳がん、子宮がんの検診についての御質

問がございました。それで、国のほうで２年に１遍の検診ということで、制度が変わったわ

けでございますけれども、一方で委員御指摘のとおり、検診が進まないということもありま

す。それで、国では 21 年度、本年度の補正予算で女性特有のがん検診について推進を図る

ということで、事業実施主体は市町村なのですが、５歳刻みで、例えば 40 歳、45 歳、50 歳

等の方々にクーポン券といいますか、がん検診の受診のクーポン券を市町村が発行し、それ

にかかる経費は国が全額 10 分の 10 で補助をするという制度を実施いたしました。医療現

場のほうからはこれで受診率が結構上がっているのではないかというお話もありまして、

とてもいい施策なので、これはただいま申し上げたとおり５歳刻みなものですから、５年続

けないと一巡しないということもあって、平成 22 年度の当初予算においてもその施策を継

続実施するという方向で、厚生労働省で予算計上をしてございます。 

 特に乳がん、子宮がんについては、一定の年齢の方について全額公費で検診が進むように

という施策を平成 21 年度の補正予算で実施し、平成 22 年度もそれを継続して行うという

予定になってございまして、医療現場のほうからもこの施策を続けることによって検診率

が上がっていくのではないかと。実際受診率がどうなったのかというのをちゃんと検証し

て、必要であれば、さらに継続を求めていくべきではないかという御意見をいただいており

ますので、我々のほうでもその数字の把握に努めたいと思っております。 

○及川幸子委員 平成 21 年度から５年刻みというのは、その間に絶対がんになる確率とい



うのはあると思うのですよ。やっぱり今までのように１年に１回は必ず受けるような形に

すれば、この受診率 50％なんかはもう上がると思うのですが、やっぱり国に向けてもそう

いう動向について、地域の方々から結構来ていると思うのですが、届いていないでしょうか。

このままでクーポン券を発行して、いかに地域の女性の方々に浸透できるかということが、

５年刻みという部分について疑問なものですから、ちょっと今後に注意しながら、市町村か

らの意見なども集めながら取り組んでいただきたいと思います。以上です。 

○斉藤信委員 では、簡潔に２点で。 

 実は、最後説明されなかった今後の重点課題の３項目が大変重要だと思うのですよ。それ

で、たばこ対策に関する取り組みについては、ＷＨＯのたばこ枠組規制条約という、これは

日本も批准をして、分煙では足りないのだというところまで指摘をされています。厚生労働

省も昨年の３月でしたか、専門家会議、この報告がどうなったのかというのと、受動喫煙防

止も含めて、この喫煙率の減少というのをどういうふうに取り組んでいくのか、本格的に、

ある意味でいけばグローバルスタンダードで、たばこの害というのはがんとの関係もはっ

きりしていますので、この問題の取り組みを強力に推進するべきではないかというふうに

思っております。神奈川県が受動喫煙防止条例を制定したということもありますので、その

点を県としては今どう考えているのか。 

 第２点目は、今及川委員も質問したことなのですが、やっぱり予防検診というのが決定的

に重要だと。諸外国のがん検診率はずっと高まっているのですよ、６割、７割と。日本だけ

ですよ、この３割とか２割とかと。これは、必要な財政的な対策をとっていないというのと、

体制的に全く不十分ということに問題があると思うのですよ。だから、その点では、例えば

千葉委員の岩手町は大腸がん検診で、全国トップレベルの検診をして、成果を上げていると、

早期発見、早期治療で、年間 1,000 万円より削減していると、こういうふうに町長は言って

いるのですけれども、私は恐らく県内の市町村でもかなりのばらつきがあるのではないか

と。やっぱり進んでいるところの経験をもっと普及できないものか、そして県としてもそれ

を大いに援助するというか、助けるというか、そういうことを、実例がないわけではないの

で、そういうものを強力に進めるべきではないかと思います。この２点について伺います。 

○佐々木保健衛生課総括課長 委員から２点御質問ございました。 

 まず、たばこ対策についてでございますけれども、県の保健福祉部としては、やはり禁煙

の関係、それから受動喫煙防止について、積極的に取り組む必要があろうかと考えてござい

まして、そういうこともあって今回のバージョンアップの作業の中でもたばこ対策という

のを一つの大きな項目に掲げて、各関係団体ともその推進について協議しているところで

あります。具体的には、資料３の４ページ以降になるわけでございますけれども、行政、そ

れから医療機関、あるいは企業、事業所の協力も必要です。それぞれ健康障害についての普

及啓発ですとか、特に未成年の喫煙防止では、学校の関係もあります。こういったところと

連携しながら、さらに取り組みを進めていきたいと考えております。 

 それから、２点目の検診率につきましては、委員が御指摘のとおり、市町村によってやは



りばらつきがございます。そういった中で、我々としても、お話にもありました岩手町さん

のように、積極的に取り組んでおられ、検診率が上がっているところもあれば、そうでない

ところもあるということで、こういった先進的に先行して取り組んでいる市町村のノウハ

ウといいますか、そういった取り組みをできるだけ他の市町村にも普及といいますか、お伝

えし、取り組んでいただきたいというふうに思っております。 

例えばこの資料３でいきますと、12 ページになりますけれども、がん検診受診率向上の表

の中で、一番左側、県のところですが、細かい点線で囲んだところ、黒ポツが五つございま

すが、その一番下にがん検診担当者の教育、研修及び情報交換の場の提供というのを載せて

おります。平成 22 年度は、この市町村の担当者の方々を集めて、単なる会議ではなくて、

そういった研修といった場を設定して、進んでいる取り組みを市町村のほうから事例発表

していただくなど、そういったことで取り組み、あるいはがん検診受診率が上がっていない

市町村については、何がネックになっているのか、その担当者の生の声をお伺いするなどし

て、今後の取り組みについて進めていきたいと考えております。 

○髙橋元委員 ちょっと一、二点考え方をお尋ねしたいと思いますが、がん患者にとりまし

て、再発の恐怖が一番ずっとつきまとうわけです。それに対して、どう対応していくかとい

うのが一番大事だと思うのですけれども、私もずっと疑問に思っているのは、なぜがんにな

ったかと、その根本原因を究明しない限り、いろいろな生活習慣病だからがんになりました

と、こう言われるのだけれども、例えばですよ、生活習慣病のあなたはこの部分がちょっと

まずいので、がんになったよと。そういう原因が個々にわかれば、それを改善していけば、

再発も防げるのではないか。あるいは突き詰めていくと、そういう事例がいっぱい出てくる

と、それをもとに県民の皆さんにこういうことでがんが今いっぱい出ていますよと、そうい

うことでの生活習慣病、こういう生活習慣は改めなければならないよと、そういうふうに示

していかないと、ただ生活習慣病の改善を図るべきだと、こう言ってもなかなか難しいので

はないかと。 

 アメリカのマクガバン報告書というのを前にも紹介しましたけれども、あれはアメリカ

において、一時期相当肉食中心の生活で心臓病なり、がんが多発したというふうなことで、

医療費も高額になったので、国を挙げてその原因を究明したら、食生活に一番問題があった

ということで、食生活をどんどん改めていこうという運動を今展開をして、心臓病もがんも

どんどん減っております。そのときの事例としては、日本の江戸時代から前の食生活が一番

理想的な食事だと、こういうことも記載されているわけです。そういったことが日本の中で

ポピュラーになっていないというのは非常に問題だというふうに思いますので、やっぱり

その辺も含めて、予防の分野については取り組みをするべきではないかというふうに思い

ます。それについて所感を一つ。 

 それから、先日も病理学のセミナーというか、そのようなところに行ってきましたけれど

も、手術をされた先生からいろいろながんの状態のお話を受けるわけでありますけれども、

自分のがん細胞がどういうふうな状態であるかということは病理学の先生でないと詳しく



わからないわけです。その辺のところも、がん患者の方々がいろいろお話を聞けるような、

そういうチャンスも考えていく必要があるのではないか。それによって、セカンドオピニオ

ンに自分がどういうふうな形で次の展開をするかとか、そういうことも必要ではないかと。 

 それから、がん情報については、一患者としてなのですけれども、なかなか収集すること

はできないと。これは、いろんな面でがん情報を知ることができるように、そういう機会を

もっとつくるべきではないかと。その辺については、今の時代ですから、インターネットと

か、そういったものもありますので、こういうところで個別のがんセンターの情報がたくさ

んありますけれども、岩手県としても独自の何か方策を考えるべきではないかなと。静岡県

の試みとしては、各市町村の窓口に置いたのです。傍らにそういうパソコンがあって、そこ

でいろいろがん情報とか、自分の症状をいろいろ入れると、こういうふうなところに相談し

ろとか、そういったものが出ているような先進事例もありますので、やっぱり県独自として

の取り組み、厚生労働省の指導方針だけではなくて、県独自の取り組みというのももう少し

考えていく必要があるのではないかと。その辺、岩手県がん対策推進協議会の中でどのよう

な話し合いをしたのか、ちょっと様子をお伺いしたいと思います。 

○野原医療国保課総括課長 委員から大きく分けて３点御質問がございました。 

 まずは、なぜがんになったのかというふうな質問でございますが、こちらにつきましては、

やはりがんの原因が指標に掲げてあるとおり、さまざまな要因がございます。何を食べたか

ら何かがんになるとか、こうすればがんにならないというものではなく、さまざまなバラン

スよい食事といいますか、こういったものがやはり現時点では、たばこというものは明確に

位置づけされているものでございますが、そのほかのもの、例えば野菜の摂取量については

大腸がんであるとか、脂肪に関しましては乳がんであるとか、そういったものが国立がんセ

ンター等から情報発信されているものでございますけれども、こういったような生活習慣

とがんのリスクに関しましては、今もなお内外で研究が進んでいるところでございますの

で、ここはやはり国立がんセンター等からの精度の高い情報を県民の方にもきちっと伝え

ていく役割があるというふうに考えているところでございます。 

 また、病理診断、病理医に関しましても、化学療法や放射線療法医と同様に、県内非常に

少ない状況でございます。そうした中で、数少ない病理の先生方に活躍いただくためにも、

いわゆるＩＴを活用した病理診断、遠隔病理診断といったような試みも県内ではしている

ところでございます。病理の情報につきましても、直接病理医が患者さんに御説明するとい

う場ももちろん重要でございますが、主治医のほうから、当然病理の情報については主治医

も把握しているものでございますので、主治医との信頼関係の構築を進める中で、そういっ

たような情報もきちっと情報共有しながら、がん治療に当たっていくという体制が求めら

れているというふうに考えてございます。 

 また、がん情報についてでございます。がんの情報の県独自の取り組みということでござ

います。がんに関しましては、最新の科学的な知見というものに関しましては、これはやは

りがんの研究を進めるのは、国の役割が大きいものと考えてございます。科学的な知見の集



積については、国立がんセンター等のホームページなどで県民向けや医療従事者向け等の

ホームページとなっているところでございます。そういったようなところの周知や役所な

どへのリンク、また県独自といたしましては、平成 19 年に策定をいたしました医療計画、

いわゆる４疾病６事業でがんを掲げたわけでございますが、県内のがんの集学的治療を行

う医療機関、手術療法、化学療法を行う機関等につきまして、現地調査をいたしまして、ホ

ームページ上で情報公開をさせていただいているところでございます。まだまだ足りない

部分もあろうかと思いますが、協議会での意見なども伺いながら、こうした点、充実させて

いきたいというふうに考えてございます。 

○三浦陽子委員長 ほかにもたくさんあると思いますけれども、次の皆様もお控えですの

で、ではここで退席なされるということでございます。きょうはありがとうございました。 

患者さんと家族の実状についての調査の準備をいたしますので、しばらくお待ちいただき

たいと思います。 

 次にがん患者と家族の実状についての調査を行います。 

 本日は、講師として、岩手ホスピスの会代表の川守田裕司様、かたくりの会会長の千葉武

様、アイリスの会会長の鈴木俊子様のお三方をお招きしておりますので、御紹介申し上げま

す。 

○川守田裕司参考人 岩手ホスピスの会、川守田と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○千葉武参考人 かたくりの会の会長をしております千葉武でございます。私は、平成 10

年に胃がん、それから平成 21 年に前立腺がん、二つのがんの体験者です。きょうはよろし

くお願いいたします。 

○鈴木俊子参考人 乳がん患者の会のアイリスの会の鈴木と申します。とても緊張してい

ますけれども、よろしくお願いいたします。 

○三浦陽子委員長 ありがとうございます。 

 川守田様、千葉様、鈴木様の御経歴につきましては、お手元に配付いたしておりますとお

りでございます。 

 本日は、がん患者と家族の皆さんの実状について、川守田様、千葉様、鈴木様から御講演

をいただくこととしております。御多忙のところ、御講演をお引き受けいただきまして、改

めて感謝申し上げます。これから御講演をいただくわけでありますが、後ほど質疑、意見交

換の時間を設けておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、川守田様からよろしくお願いいたします。 

○川守田裕司参考人 岩手ホスピスの会代表の川守田と申します。 

 このたびは、県内患者会の活動についてお話しさせていただく場を御提供いただき、まこ

とにありがとうございます。私たちの活動を知っていただくことで、患者さんや御家族がど

のような状況で悩んでいるか、少しでも御理解いただければ幸いです。 

 初めに、岩手ホスピスの会の活動を紹介させていただきまして、それから活動の一環とし



て当会が始めたタオル帽子づくり活動の全国への広がりについても御説明させていただき

たいと思います。 

 それでは、なぜこの会ができたのか、そのきっかけとこれまでの歩みを振り返りたいと思

います。 

 （岩手ホスピスの会の活動の紹介映像を上映） 

○川守田裕司参考人 どうもありがとうございました。 

 この写真は、昨年の春に開設された盛岡赤十字病院の緩和ケア病棟です。岩手ホスピスの

会を設立したきっかけは、私の個人的体験が始まりとなっています。今からちょうど 10 年

前に妻ががん末期の宣告を受けて、わずか３カ月間の闘病の後に亡くなりましたが、その３

カ月間の苦しみは大変なものでした。不幸にしてがんの痛みを和らげる緩和ケアを受けら

れず死んでいきました。死ぬ間際まで妻はこの痛みを何とかしてほしいと私に訴え続けま

した。お医者さんや看護師さんにお願いしましたが、私は妻の痛みを和らげることができま

せんでした。何とか妻の痛みを和らげるホスピスが欲しい、欲しかった。当時岩手はホスピ

スのない全国でもごくわずかな県の一つでした。ホスピスを岩手に欲しいという思いに賛

同してくれた方たちと 2002 年に岩手にホスピス設置を願う会を設立しました。そして、署

名活動やホスピスの啓発活動を行ってきました。 

 大切なことですが、私の妻のような体験は今でも決して珍しいことではなくて、日本にお

いて、がんの激しい痛みに苦しんでいる患者さんが今この瞬間にもまだまだ大勢いるとい

うことです。一昨年４月にボストン・コンサルティングという大手のコンサルティング会社

が全国のがん患者 965 人に対して行った調査によりますと、手術後以外でがんの痛みを感

じた経験がある人のうち、痛みの治療を受けたことのない人が 64％にも及ぶそうです。そ

の理由は、痛みを主治医に訴えたことがないが最も多く 29％、痛みを訴えたがうまく伝え

られないが 16％、また痛みを訴えたが詳しく聞かれなかったが 12％もあったということで、

このような現状は 10 年前の私の妻の体験からほとんど変わっていないのではないかと思い

ます。 

 この写真は、街頭署名活動、ホスピスの啓発活動と募金のために初めて行ったホスピスフ

ェスティバルの様子です。このような活動を行いながら、私たちは 2003 年に岩手にホスピ

スを願う街頭署名活動と県知事さんへの署名提出を行いました。こちらが当時の増田県知

事さんに署名１万 6,000 人分を提出したところです。これは、私たちが県立中央病院にホス

ピス設置の要望を伝えているところです。この８年間、以上のような活動を私たちの会は行

ってきました。 

 一方、私たちは、今並行してがん患者さんをサポートするさまざまな活動に取り組んでい

ます。これは、ホスピスの会がサポートして開催された八戸市でのがん患者さん同士の語り

合いの会の様子です。そして、このような活動の一環として考案したタオル帽子が患者さん

や御家族に思いがけず大きな反響をいただいております。それでは、このタオル帽子活動に

ついて御紹介します。 



 （タオル帽子活動の紹介映像を上映） 

○川守田裕司参考人 どうもありがとうございました。 

 済みません、時間がないので急ぎます。タオル帽子のリーフレットがお手元の資料の中に

入っていますので、ぜひごらんください。 

 このような形で今後とも患者さん、御家族、ボランティアの方々がともに支え合いながら、

がんという病と向き合っていくことを願って、会の活動に取り組んでまいりたいと思いま

す。 

 最後に、お手元の資料で岩手ホスピスの会通信というものがあります。それから、県の長

寿社会課さんとの懇談会資料という２枚物がありますので、これもぜひ後でごらんになっ

ていただきたいと思います。ホスピスの会では、このような形で毎年県の長寿社会課さんと

懇談を行って、県内の緩和ケアについて意見交換をさせていただいております。長寿社会課

さんとの懇談会に持参した緩和ケアに関する要望は、こちらの資料ですけれども、昨年開催

された岩手県がん対策推進協議会や第５回がん患者大集会にも提案させていただきました。

内容をごらんになっていただければおわかりいただけると思いますが、私たちの緩和ケア

に関する要望は、その実現のために多額なお金が必要なものは余りなくて、少しの工夫があ

れば実現可能と思われるものがたくさんあります。抗がん剤の副作用に悩み、がんの痛みに

苦しむこと、それはいつか自分や、あるいは自分の家族に起こることかもしれません。多く

の皆さんがこのことに関して自分の問題として向き合っていただけることを願って活動し

ております。以上です。どうもありがとうございました。 

○三浦陽子委員長 川守田様、ありがとうございます。 

 では次、千葉様、お願いいたします。 

○千葉武参考人 かたくりの会の千葉でございます。きょうは、本当にこういう場で緊張し

ております。どういうことを話したらいいかなと思ってきました。 

 かたくりの会の活動内容を報告してほしいというお話でございますので、きょう、うちの

会から提供した資料といたしましては、先生方の前に置きましたかたくり 10 周年を記念し

ましてつくりましたかたくり文集、それとかたくりの会のしおり、それと順番でいきますと

都道府県におけるがん対策の現況という資料、それと、12 月、11 月、10 月の３カ月間のか

たくり通信、それと昨年 12 月５日にやりましたリンパ浮腫フォーラム、これのプログラム

を資料として示しておりますけれども、かたくりの会のしおりを中心としましてかたくり

の会の活動を説明させていただければと思います。 

かたくりの会は、平成４年７月に設立されたがん患者とその家族の会による会です。かたく

りの会の名称につきましては、しおりにも載せておきましたけれども、あとかたくり文集の

ほうにも載せておりますけれども、雪解けと同時に可憐に咲くカタクリの花のように、がん

患者も寒さ、雪にも負けないで前向きに生きていこうという思いで命名したようでござい

ます。 

 私は、平成 10 年からこの会員になっておりますけれども、平成４年当時はまだがんイコ



ール死というイメージがありまして、平成４年に設立しました関さんという方が自分はが

んですと、その平成４年５月、５回にわたりまして岩手日報に、末期の状況の中におきまし

てがん体験を告知したと。それが大きい反響で、ＮＨＫさんが放送されまして、がんの患者

の問題がクローズアップされたというような状況があったようです。 

岩手日報に掲載したそれの反響等の中にあって、関さんが岩手日報を通じまして、がんで悩

んでいる人たち、集まりませんかという声がけをして、第１回の集まりをしたのが平成４年

７月です。それで、そのときに患者会をつくろうということで設立されたようです。現在は

かたくりの会は、宮古、奥州、久慈、盛岡、この４カ所でかたくりの会の名前で活動してい

ます。先に報告しました岩手ホスピスの会もかたくりの会のホスピス勉強会の一部が独立

しまして、ホスピスの会として発展的に活動に入っております。また宮古でやっています、

これに載っています、共催しました、らんきゅう－卵宮－患者会、女性の卵巣あるいは子宮

がんの方々だけでも集まろうということでやったかたくりの会の仲間が、グループをつく

って、らんきゅう－卵宮－患者会という形で発展しています。あるいは、関さんのＮＨＫの

テレビを見て、福島のひいらぎの会というのがあるのですけれども、あの方々も患者会の必

要性をということで、今福島では大きく発展している患者会になっています。 

 うちのほうは、現在語らいを中心とした活動をしております。月１回、必ず第２木曜日に

集まりまして、自分のがん体験を話したり、自分の現況、あるいはみんなの近況を聞くとか、

そういう形で月１回、第２木曜日の午後集まって話し合い、これについては一般の方も希望

があれば、会員外の方でも来てお話ししたい、あるいは自分の思いも聞いてほしいという形

で訪ねてくる方もあります。その語らいを中心として活動しています。 

 それから、当然がん患者、あるいは家族で会に来たいと思っても来られない方も、あるい

は仕事がある方もあります。それが毎月発行していますかたくり通信です。４ページから６

ページの、これ今皆さんに渡っているのは白黒ですけれども、便宜そうしましたが、カラー

で、会員の人たちが原稿を持ち寄って、カラーで印刷しまして、かたくり通信のきずなの中

において、お互い前向きで歩いていこうということです。 

 それから、行事としてやっていますのは、春のカタクリ探訪、あるいはお花見というか、

沢内村あるいは湯田町のカタクリの花の時期にあちらを散策するとか、あるいは秋には八

幡平、あるいは網張の登山、あるいは湯治というか、そういうふうに散策、登山して、お互

いに免疫を高めようかと、そういうふうな部分と交流もしております。 

 それから、長寿社会振興財団さんのほうからの助成金の交付をいただきまして、今まで柳

田邦男先生の講演会、あるいは伊勢英子さんの講演会、それからリンパ浮腫フォーラムは昨

年と一昨年と２回やりました。特にリンパ浮腫フォーラムにつきまして、２回もやったとい

うのは、うちの元会長をしている者が子宮頸がんで手術しておったのですけれども、20 年

目にしてリンパ浮腫が発生したわけです。ところが、岩手県において、リンパ浮腫という病

名をもらうために１年以上かかる。岩手県にはリンパ浮腫の専門医がいない。それから、手

術した時点において、あなたの手術のときにリンパ節を傷つけていますから、リンパ浮腫に



なる可能性がありますというふうに手術後の説明もなかったから、そういう病名があると

いうことも知らなかったと、そういうような部分でリンパ浮腫ということで悩んでおりま

す。それから、もう一人のらんきゅう－卵宮－患者会を立ち上げした方は、30 代の若いと

きにそういうのでリンパ浮腫にかかりました。 

治療をどうするかということで、いろいろ悩んだ結果、リンパ浮腫のマッサージがあるとい

うのを知って、現在みずから東京の後藤学園というところに入学しまして、勉強中の者もい

ます。３年間の勉強が終わったら、その資格を取って、リンパ浮腫で悩んでいる人たちに手

を差し伸べようという方もいまして、そういう方々の意見もあって、岩手県ではリンパ浮腫

については余り、私も全然わからなかったのですけれども、みんなで勉強し、どういうもの

であるかということを勉強し合うと、そういうことでやりました。最初にやったときがすご

く反響が強かったものですから、昨年もやりまして、そういうような部分で勉強会というか、

あるいは県民の皆さんと一緒に啓発し合おうということでもあったと。 

 それから、５年前には戦後 60 年ということで、やはり生あるいは死というものが希薄に

なってきているのではないかということで、毎月１回、生と死を考える講演をやりましたの

ですけれども、最後、一般公開でやったのですが、参加者が 20 人を割ってしまったもので

すから、自然消滅しまして、今はそれはやっていないのですけれども、そういうようなテー

マでもやってきております。 

 かたくりの会はそういう形で現在語らいを中心とした中において、ここを母体として、例

えば宮古とか水沢とか久慈という形で独自の活動をしております。この活動を通じて、議員

の皆さんにお願いしたいなという事項もあったものですから来たのですけれども、一つに

は先ほど県当局のほうから岩手県のがん対策につきまして、いろいろな御説明があったと

思います。私たちもがん患者の会の代表ということで推進委員になっております。ただ、そ

こで私が求めたいのは、岩手県できちっとがん条例等をつくっていただきまして、がん条例

に基づいた恒久的ながん対策はどうあるべきかということを議会の中で御検討していただ

ければいいなと。 

 それと同時に、県の委員になることによって、全国の患者会から出ている委員の人たちの

集まりに参加した中においては、やはり議員さんの中において、県議の議員連盟のようなも

のをつくって、いろいろとがん対策を協議している。そして、先進的な活動をやられている

ところがあります。それで、私は、今回がん条例ができている７県の資料を提出しました。

２月には愛媛県ができるはずです。それから、１月 14 日の読売新聞を見ますと、岐阜県が

がん検診を高めるためにがん条例をつくるということが新聞に載っていました。そういう

ようなことで、ぜひこの場で、地域医療ということでとらえていただければと思いますけれ

ども、その地域医療の向上のためにがん条例につきまして考えていただければなと思いま

す。 

 それから、リンパ浮腫フォーラムをやりまして感じたことを３点申し上げたいと思いま

すけれども、一つにはリンパ浮腫につきましては、岩手県に専門医は皆無です。それから、



セラピストも少ないです。今県のほうでは、外来を持っているのが中部病院と宮古病院です

けれども、これは保険適用になっていないのですね、セラピストさんのマッサージとか、そ

ういうリンパ浮腫の治療につきましては。それで、昨年の４月から岩手県立病院等利用料の

中にリンパ浮腫、あるいはセラピストのマッサージが入った場合、630 点となったようです

けれども、これの 630 点は個人負担が 6,300 円です。その料金が適切かどうかちょっとわ

からないのですけれども、相談料からマッサージまで含まれているものですから、１回相談

した後はマッサージと分離して、もしそのマッサージ部分を 4,000 円ぐらい、400 点ぐらい

にしてもらうか何かで、１回のマッサージの個人負担分が軽減されればいいなと思ってい

ます。 

 それから、肝心な中央病院さんにはリンパ浮腫外来がないのです。がん対策で、県立病院

として一番取り組みが進んでいる県立中央病院さんにリンパ浮腫外来がないと、そういう

部分でリンパ浮腫外来を拠点病院に、全部で８圏ということで、先ほどの釜石が入れば９圏

になるのでしょうけれども、そのうち２圏、２カ所だけ入っていますが、ぜひ早期に中央病

院にリンパ浮腫外来を予定してもらうと同時に、県立病院の残りのところについてもリン

パ浮腫外来の設置というか、そういう部分についても考えていただければ、リンパ浮腫患者

のＱＯＬの向上にもつながるのかなと思っております。 

 それから、かたくりの会として活動してきている中において、やはり悩んでいるのは人、

物、金と言えば甚だあれなのですけれども、私たちは 2,000 円の年会費でやっておりまし

て、かたくり通信を毎月発行することによって、１人 1,600 円ぐらいの年間費用がかかって

おりますけれども、そういう会費の問題、厚労省のがん予算につきましては大体決められま

して、今全国で意見を聞いて回っています。今度１月 31 日、青森県で行われるようですけ

れども、最初は島根県がスタート、１月 10 日に。そういうものにおいて、国の予算、がん

予算等についても聞いてみたいなという思いもあるのですけれども、何せそういう費用を

どこで出すかと。ですから、県条例をきちっと制定していただいた中において、岩手県とし

てもがん患者会に対する支援をどうするのか、そういうようなものを年間予算でも組んで

いただいて、ぜひ育成のための資金援助というか、そういうような部分も考えていただけれ

ば助かるなと思っています。 

 いずれかたくりの会は、結果的に平成４年から活動してきていまして、今語らいを中心と

して地味な活動をしていますけれども、きょう提出しましたかたくり文集、これも５周年で

つくって、10 周年、15 周年もつくりましたけれども、15 周年の部分が、今部数が 11 人の

委員の方々に回る分がなくなったものですから、残っている 10 周年で我慢しておきました

のですけれども、そういうような部分で記念誌も出したり、こういう通信も出したり、ある

いは会員でなくても電話相談なども受けております。いろいろとそういうようなこともや

っておりますけれども、今後もこういう患者会というのは求める人たちがすごく多いので

はないかなと思っています。それと同時に、やはり広報活動もしていかなければならないの

かなと思っています。そんなことで、活動の内容よりもお願い事項になってしまいましたけ



れども、その辺を踏まえまして、ぜひ御検討方よろしくお願いしたいと思います。終わりま

す。 

○三浦陽子委員長 ありがとうございました。 

 それでは、大変時間がなくなってしまって申しわけございませんが、鈴木様、よろしくお

願いいたします。 

○鈴木俊子参考人 私は、乳がん患者会として、平成４年に自分も手術して、そのときはや

っぱり先ほどおっしゃったように、がんイコール死という時代だったのですけれども、何と

かここまで十七、八年生きてきて、患者会を立ち上げてやってまいりました。 

 済みません、ちょっとまだ緊張していますけれども、会としての紹介はこちらの形で紹介

させていただきますが、私としてはやっぱりその当時はがんイコール死ということと情報

がなかったことをすごく今まで話してきて、おかげさまで去年の４月から医大さんにがん

サロンというのができたことはとてもうれしく思って、皆さんに活用していただいており

ます。 

 アイリスの会というのは、本当に患者会なので、患者になった人たちの痛みとか悩みをみ

んなで情報交換しながら、ただやっぱり愚痴で終わるのではなくて、専門の先生のお話を聞

きたいということで、乳がんのことを正しく知って、本当の情報を手に入れようということ

で、最初は 44 名だったのですけれども、今現在は 145 名で活動しております。活動といっ

ても、それこそ社会活動ではなくて、全く自分たちのための勉強会というのを６月の講演会、

外部の先生、婦人科の先生とか、放射線の先生をお呼びして勉強会をするのと、10 月は、

大分前の話なのですけれども、アイリスの会ができて間もなく温泉にも行けなかったので

す。ところが、ある温泉の社長さんとちょっと御縁がありまして、そのホテルを全部貸し切

ってもらったのですよ。きょうは従業員の慰安旅行のために日帰りの方は御遠慮ください

と張り紙までして温泉を貸し切って、そのとき初めておっぱいのない人も温存した人も思

い切って裸でつき合って、それからすごく自分だけが患者ではない、みんなもそうなのだ、

みんなも苦労しているのだ、悩んでいるのだという仲間意識が強くなって、それからすごく

やっぱりいろんな活動をやっていこう、みんなで話し合おうというので、それが 10 月です。 

２月は、うちの顧問の先生、せっかく乳腺専門医なので、その先生に、毎年がんというか、

医療が進んでおりますので、その中で今の情報を知ろうということで、２月はほとんど会員

の体験発表をしたり、顧問の先生からの勉強会という形でやっています。その中で、自分も

苦しんで、さあ、元気になったからやろうといって、平成７年に立ち上げたのです。手術し

たのが平成４年です。３年間は本当に死ぬことしか考えないし、情報もなかったので、悶々

としていたのですけれども、その会ができることによって、自分だけではないのだという、

仲間もいるのだということと、うつというのは自分で悩んで自分でつくるらしいので、その

うつを出さないためにも仲間で集まろうということでやって、何とか活動は順調だったの

ですが、自分は８年目にして、やっぱり局所再発したのです。 

私の場合は、温存ではなくて全摘しているので、絶対再発はあり得ないと、先生もあり得な



いとは言わないのですけれども、99％大丈夫だろうと言われたのですけれども、平成 12 年

に局所再発といって、同じところをまた手術したのですけれども、やっぱりそれだけ乳がん

というのは全身病だということも知っていただきたいし、だれでもあり得る病気というこ

とで、今まではアイリスの会の会員はみんな中だけの活動で、もう自分のことで精いっぱい

だったのです。ところが、平成 17 年度に創立 10 年で初めて外に立って啓発活動したので

す。そのときもまだやっぱり自分は乳がんだというのを知られたくないというので、外には

立てない。でも、中では何か情報が欲しいという方々が多かったのですけれども、平成 17

年に初めて川徳さんの前で、乳がんは自己検診が大切よとか、啓発活動をしよう、そういう

活動をやったのが平成 17 年で、やっと患者も外に出るようになれたのです。 

 それで、会としては、年間 3,000 円の年会費で、大きな事業としては三つ行っておりま

す。もちろんその中で３回の会報というのを出しているのですけれども、そういう活動をし

ております。10 年目にしてようやく、自分が例えば 10 年生きたということは、やっぱり自

己検診とか、自分の管理とか、先生方の協力を得てここに生きているのだということで、最

近、去年なのですけれども、ピンクリボンの会も自分と仲間と４人で立ち上げて、全くお金

もない市民運動ということで、１人２万円ずつやって、８万円からスタートしました。あと

はそのピンクリボンというのは乳がんの早期発見、早期治療ということで、県民、市民に呼

びかけていこうということで、日本では神戸とか東京とかはもう既にやっているのですけ

れども、二、三年前から仙台、去年初めて岩手県としても県の市民運動としてやっていこう

というので、去年やって、それこそ県の長寿社会振興財団さんから寄附とか助成金をいただ

いて、全くの会費なしでいろんな募金活動したり、寄附とかいただいて、どうにかおかげさ

まですることができました。関心があるのは、乳がん患者会だけではなくて、男性も女性も

どなたも一緒にやって活動していこうということです。 

 先ほど及川委員さんがおっしゃったように、乳がんというのは、２年に１回というのは多

分、乳がんのしこりになるまでには七、八年かかるそうです、１センチのしこりになるため

に。そのために毎年しなくてもいいから、せっかく２年に１回あるのだから、そのときに来

てほしいというのは私たちの思いなのです。 

 また、あとは先ほどちょっと、話があちこちになるのですけれども、クーポン券もありま

したけれども、やっぱりクーポン券も、クーポン券で助かったというのはおかしいけれども、

来たから、行ってただで受けて、実際に乳がんで手術したということも何回も聞いておりま

す。 

 それとあと、市町村によってなのですけれども、クーポン券を出したときに一緒に病院の

紹介をしたらしいのですけれども、乳がんはここで受けられますよと三つを提示されたら

しいのです。一つは市町村にある開業医さん、もう一つは市町村にある総合病院、もう一つ

は盛岡にある大きな病院ということで、もしがんになったらというので、やっぱり大きい病

院に行ったらしいです、その人も。ところが、その大きい病院には乳がんの専門の先生がい

らっしゃらないと、外科の先生はおりますけれども、専門の先生がいらっしゃらないために



エコーはきょう、来週はマンモグラフィー、その次は細胞診と、３週間通ったそうです。で

すから、そういうのもやっぱりこれから、先ほど佐々木課長さんが市町村の検診担当者で集

まりあって、講習をやっていくというお話を聞いたので、とってもいいことだと思うのです。

やっぱりその中でピンクリボンでも本当のことを伝えていきたい。 

ただ外科にかかればいいのではなくて、乳がんというのは乳腺外科医、もしくは外科だよと

いうこととか、乳がんは遺伝ではない、だれにでもある、今 20 人に１人が乳がんにかかる

であろうと言われている病気なので、ぜひ自己診断を、自己検診というのですけれども、結

構見つかるものなのです。自分も毎年乳がん検診していたのですけれども、実際に見つけた

のは自分の手で触れてみて病院に行ったのですので、当時６人部屋で、４人が乳がんで、み

んな自分で見つけた方だったのです。ですから、この乳がんというのは本当に気をつけてい

れば見つかる、自分で見つけられる唯一の病気であるということもそのピンクリボンの活

動の中で市民、県民に訴えていこうかなと思っていましたので。 

 あとは、それこそ要望も兼ねてなのですけれども、私もがん対策委員のほうでお話はして

いるのですけれども、やっぱり医療の均てん化というのか、そういう話をされたのですけれ

ども、まだまだ乳がんの場合は温存でできるはずなのだけれども、全摘した方もいますし、

ここの病院では全摘だけれども、ではセカンドオピニオンをしたら温存できたよという人、

まだまだそういう患者の声を聞いていますので、やっぱりそれは先生に言わせれば、乳癌学

会で出される本に基づいて治療しているのだとおっしゃっていますけれども、やっぱりそ

こも、同じ県民であれば、同じ恩恵というか、情報を得たいなとは思っていました。 

 それと、個人的なのですけれども、北上市ではがん基金というのがありまして、北上市民

であれば、抗がん剤治療していて、どうしても脱毛、今ほとんどの方が脱毛の体験をされて

いるのですけれども、その中でかつらが必要となって、もちろんピンからキリまであるので

すけれども、やっぱりいざ社会に出て、今女性も働いていますので、そういう中で 20 万円、

30 万円がかかるので、そのかつらの助成金を北上市は３年に１回でやっているそうです。

どなたでも先生のちょっとした診断書と申請があればやっているということなので、それ

もやっぱり北上市民の恩恵だけではなくて、岩手県としてもそういう患者さんがいたら、助

成金なり、そういう補助があってもいいのではないかなと思ったのです。 

 また、もちろん先ほどからおっぱいの話をしているのですけれども、今ほとんどが何か早

期発見というのと温存しているらしいのですけれども、まだまだ数の中には全摘していま

す。その全摘された方々の補装具としてシリコンの乳房、私もそれこそ３回ぐらい買ったの

ですけれども、１個４万円なのです。そして、３回はなぜ替えるかというと、自分のはやっ

ぱり年齢とともに小さくなったりしていきます。人工のものはいつも同じサイズですけれ

ども、やっぱり私ももう 17 年もたっていますので、今このシリコンが、３回目のものなの

です。しかも、４万円を３回買ったということです。そのときは全く補助もない。その当時

は、逆に医療費が精いっぱいなのに、補装具とか、そういうかつらを替えるというのは、患

者にとってはすごく大変なことなので、ぜひそういうのも議員の先生方にも考えていただ



きたいなと思っていました。 

 最後になりますが、先ほど千葉さんと川守田さんからもありましたが、岩手県にもぜひが

ん条例というのをつくっていただければ、例えばかつらの件とか、小さな項目が出てくるか

と思いますので、ぜひつくっていただきたいということと、先ほどからリンパ浮腫の話をさ

れていましたけれども、リンパ浮腫は婦人科だけではなくて、乳がんでも乳房をとることに

よって、リンパを切ることによって、浮腫で腕がはれますし、あと男性の方ですと、前立腺

がんで手術した場合に、やっぱり下半身がはれてくるというお話も聞いていますので、リン

パ浮腫外来は北上の中部病院と宮古病院、宮古病院さんは本当にうれしい悲鳴で、すごく込

んでいるらしいです。ですので、ぜひ盛岡にもつくっていただきたいなと思います。今逆に

それを、商売ではないのですけれども、リンパ浮腫サロンというのが結構盛岡にもあるので

すけれども、私ではないのですけれども、会員の者が行ったら、例えば 30 分で 3,000 円、

ちょっとやっぱり気持ちいいとついなると 5,000 円、6,000 円は出てしまうそうです。そう

いうのを考えるのであれば、サロンに行ってもちろんやればいいのですけれども、それどこ

ろではない、医療費とか生活費で目いっぱいの状態、特に主婦はそういうのは財布も知って

いますので、ぜひそういうのを考慮して、リンパ浮腫外来を岩手県、盛岡でつくっていただ

きたいなと思っていました。 

 あとは、ちょっとまだ最近なのですけれども、子宮頸がんですよね。子宮頸がんのワクチ

ンが出て、若い、性交渉する前の９歳から 14 歳までに受ければ、もう 100％がんにはなら

ないというワクチンが出たらしいのですけれども、まだまだ岩手県とか盛岡でも話はなか

なか出てきませんけれども、ぜひそのワクチンも、予防できるがんに対しては予防策として

助成金が出てもいいのではないかなと思っています。パソコンで見たら新潟県の魚沼市で、

女性の方が市長さんで、そこではワクチンは無料で、ターゲットを決めているか、ちょっと

そこまでは聞き取れなかったのですけれども、無料でワクチンを接種するという市の条例

もつくっているというお話も聞いたので、ぜひそういう、先ほどからがんは何でできるのだ

とおっしゃっていますけれども、その部位というのかな、部位によってだし、予防できるも

のは予防してほしいし、なった人はなった人の、なってしまったという人のためにも何かそ

ういう対策をつくっていただけたらいいかなと思っていました。 

○三浦陽子委員長 大変貴重なお話をいただきまして、ありがとうございました。 

 時間がなくて、大変申しわけございませんが、これより質疑、意見交換を行いたいと思い

ます。ただいま御講演いただきましたことに対し、質疑、御意見などがございましたら、お

願いいたします。 

○小田島峰雄委員 では、ちょっとお尋ねいたしますが、今の鈴木講師さんのお話にもあり

ましたし、千葉講師さんのお話にもございました、リンパ浮腫外来についてですが、その中

で、マッサージ、セラピストは保険適用外というお話がございました。そのことについて、

現状はどうなっているのか、またどういった活動をされておられるのか、ちょっと繰り返し

になると思いますけれども、お願いします。 



○千葉武参考人 先ほどお話ししましたとおり、リンパ浮腫治療につきましては、専門医、

あるいは専門看護師というか、そういうのも岩手県には皆無に近かったというような状況

になって、平成 20 年にリンパ浮腫フォーラムをやりました。そこでクローズアップされて

きたのが今言ったような、やっぱり専門医とか、そういうのがいい。 

 それから、宮古病院ではらんきゅう－卵宮－患者会が立ち上がっていまして、らんきゅう

－卵宮－患者会の方々と宮古病院の菅野院長、あるいは善積先生、産婦人科の先生、そのコ

ミュニケーションがうまくいっていまして、県立宮古病院はセラピストの養成のために出

張で後藤学園のほうに看護師さんをセラピストの養成という形で送り込んだのです。宮古

では、今２名のその資格を持った者がおりまして、その方々が主治医というか、先生がこの

方はリンパ浮腫だから、リンパマッサージが必要ですということを認めた場合は看護師さ

んたちが対応しておられるようです。 

 それから、中部病院の看護師さんたちは、まだそういうときがなかったものですから、自

費で行ったらしいです。120 時間勉強しなければならないのですね、そのセラピストの資格

のために。授業料も 50 万以上かかるのでしょうか、ちょっとわからないですけれども、そ

ういう形で、今中部病院には５名のセラピストの資格を持っている方がいると聞きました。

中央病院の場合は、星野先生が診て、リンパ浮腫だからマッサージが必要という場合はです

ね。 

 ただ、私は、岩手県のほうで昨年４月に条例にリンパ浮腫のところの条例を加えた背景と

いうのはわからないのですけれども、患者会としては条例ができてすごくよかったなと思

っておりました。あとは、条例の改善とかそういうのを、それをやはりみんなに知ってもら

うということが必要だと思いますし、やはり中部病院、宮古病院にあって、なぜ中央病院に

ないのとなってしまったのです。だから、最低でも早急に中央病院にはリンパ浮腫外来を設

けていただきたいと思っていました。ちょっと質問に合わないかもしれませんけれども。 

 それから、保険適用がないものですから、よそのほうの民間の病院のほうではそこまでは

手が回らないところではないでしょうか。 

○小田島峰雄委員 セラピストの養成のお話もございました。本来そのセラピストは理学

療法士とか作業療法士とか、そういった範疇に入るべきものではないのでしょうか。 

○千葉武参考人 済みません、専門的なものになりますと、私の経歴にも書いていますが、

信用保証協会に勤めた、そっちの中小企業問題ならちょっと答えられる部分があるのです

けれども、医療関係はわからないのです。 

○小田島峰雄委員 看護師さんが手弁当で研修を受講して、そしてその資格を取って、それ

で患者に接しておられると。何かどこか変な感じがいたします。 

○千葉武参考人 ですから、県立病院の看護師さんについては、やっぱりセラピストの養成

という形で、県費の中で看護師さんを派遣していただいて、ことしはここの病院から１人出

すとか、あるいは云々という形で県立病院の中で御討議していただければ、一番それは実現

に近いのではないかなと思っています。 



○小田島峰雄委員 わかりました。 

 それから、先ほど鈴木講師さんのお話で、シリコンが１個４万円というお話がございまし

た。それも保険適用外ですか。 

○鈴木俊子参考人 適用外です。全然ないです。それで、いつも私たち思うのは、失礼です

けれども、身障者の人は身障者扱いしていて、私たちもおっぱい一つそのものを、やっぱり

身障、体の一つを取られているのですけれども、全く保険とか、全然そういうのはないです。

逆に手術も高額医療費のほうでやって、治療してきました。 

○小田島峰雄委員 わかりました。きょうは、そういう意味で大変認識を新たにいたしまし

た。どうもありがとうございました。 

○小野寺有一委員 先ほど鈴木講師さんのお話の中で、温泉を丸一日開放してやったとい

うお話がございましたけれども、僕が聞き漏らしていたのかもしれませんが、温泉の名前に

ついては先ほどお話しにならなかったように思うのですが、それは何か差し支えがあるの

でしょうか。 

○鈴木俊子参考人 ないです。 

○小野寺有一委員 非常にいいことだと思うし、それから後ろにはマスコミの方もいらっ

しゃっているので、その取り組みをしていただいた温泉がどちらなのかというのを教えて

いただいたければと思うのですが。 

○鈴木俊子参考人 そのときは、それこそ岩手日報さんにははっきり出ました。愛真館の社

長さんでした。それで、平成７年に立ち上げて、８年か９年目でやっぱり温泉に行きたいよ

という話をして、もちろん主治医、うちは主治医の先生がいますので、その先生にお話しし

たら、さらに先生がアタックしていただいて、じゃというので、あのときは愛真館の社長さ

んがやって、本当にいざ自分たちが温泉に行ったら、玄関にきょうは従業員慰安旅行のため

臨時休業させていただきます。日帰りの方は御遠慮くださいと書いていたのです。それを見

て、私はもううれしくて、やっぱり言えばこたえてくれるのだという思いがあって、それか

ら今は別にそういう貸し切りではなくてもどうにかして入れるようにはなりました、おか

げさまで。そういうこともありました。 

○小野寺有一委員 ありがとうございます。 

 これは、委員長にお願いでありますけれども、せっかくきょう３団体の方からそれぞれが

ん条例の制定についてのお願いがあったわけでありますので、せっかく地域医療等対策特

別委員会という委員会が設置されているわけですので、本県のがん対策の条例を制定する

べきではないかと思うのですけれども、それについて、例えば特別委員会の慣例でそういう

ことが可能なのかどうかわかりませんし、ただ委員会発議等で可能であるというふうに思

いますので、そういったがん対策の条例制定に向けての、例えばそういうあり方とか、そう

いったものについて、ぜひ前向きに御検討いただいて、できればこの委員会、あと１年間あ

るわけですので、その間にがん対策の条例を何らかの形で制定できる方向を御検討いただ

ければというふうに思います。以上です。 



○三浦陽子委員長 ただいま小野寺委員からの御提言がなされましたけれども、私も実は

個人的にがん条例につきまして大変関心を持たせていただき、ほかの県で調査いたしまし

た。もともときょうのお話を受けまして、岩手県でもしっかりとした条例ができたらいいな

と個人的には考えているところでございました。この特別委員会は、この調査結果について、

必要に応じて執行部に対し意見提言として参考送付することとするというものがございま

すので、皆さんに後ほどお諮りして、いろいろと御意見いただきたいというふうに思ってい

るところでございます。 

○小野寺有一委員 よろしくお願いします。 

○髙橋元委員 がん条例の制定におきましては、民主党会派でもちょっと研究しておりま

して、どういう形にするかと政策調査会のほうでやることにしております。それらを含めて、

超党派で条例文をつくっていくのが筋ではないかというふうに思っておりますので、後ほ

ど何らかの形で出させていただくと、そういう考えをしています。 

 ちょっとお尋ねしたいのは、今会の会費がいろいろあって、それぞれ運営されていると思

いますが、その会費の現状、３団体ともお聞かせいただきたいし、さまざまな行政の支援も

できれば、例えば島根県ですとがん条例でつくって、さまざまな全国の研修会とか会合に対

する旅費の支給とか、そういったものをやっておられるようでございますので、その辺の今

の会費、かなり不足なのかなというふうにちょっと思っておりますが、その辺の会の運営の

実情について、若干お話を聞かせていただきたいと思います。 

○川守田裕司参考人 では、私から。岩手ホスピスの会は、会費は１年間で 1,000 円の会費

をいただいてやっております。ですから、会員さんが結構今多くなっていまして、今 1,000

人を超えているのですけれども、その中で結構出ていく支出のほうも多くなっていまして、

ですから例えば大きな講演会やるときなんかはとても足りないので、絶えず毎年県のほう

から助成金をいただいて運営しています。 

 それで、あとはほとんど、先ほどごらんになっていただきましたけれども、タオル帽子を

おととし始めてから全国に 5,000 人分ぐらい発送したのですけれども、それは本当にさっ

きごらんになったとおり、ボランティアさんが手弁当でといいますか、無償で一生懸命荷づ

くりして、こつこつ、こつこつとあて名を書いて発送しているという、そういう状態ですの

で、できれば少しでも助成金とか、助成金もかなり手続とかいろいろあるのでなんですけれ

ども、大体そういった状態です。 

○千葉武参考人 かたくりの会は年間 2,000 円です。ですから、先ほどお話ししましたとお

り、年間 2,000 円のうち、かたくり通信を 12 カ月発行しますと、１人 1,600 円ぐらいかか

りますね、カラーで。全部印刷等も個々の個人個人のパソコンから印刷してあります。あと

は、当然その残り 400 円しかないものですから、役員とかそういうものの通信費とか、細か

い話で恐縮なのですけれども、別の患者さんなんかが来ますと、30 分、40 分、あるいは１

時間ですね、電話。あるいは、私がいないときはこっちからかければ、そういうふうに逆に

今度かかってくると。そういうようなのも全部個人負担ですよね。ボランティアですね。で



すから、そのような部分でボランティアでやっている部分が多いです。ですから、例えばボ

ランティアで、ＩＰ電話等につきましても、もうこの年ですと必要ないのですよね。ところ

が、立場上、インターネットで送信したり何しなければならない部分もあるものですから、

その電話回線でという状況があります。ですから、財政的にはやはり厳しいところあります。 

 盛岡 100 人、水沢が 50 人、宮古が 50 人、久慈が 30 人の会員ですけれども、各地ともい

ろいろです。ですから、先ほど配付していますリンパ浮腫フォーラム、これは長寿社会振興

財団さんから 97 万 5,000 円ですか、助成金をもらいまして、その中で県か長寿社会振興財

団の交付金からこういうことをやっているから、講師の方々についても、謝礼金がどのくら

いが適切かどうかわからないですけれども、多い方で５万円、あとは大体３万円ぐらいで、

そういうような部分で我慢していただいてやらせていただいたというのが実情です。 

○鈴木俊子参考人 アイリスの会としては、年間１人 3,000 円、今現在百四十何人ですけれ

ども、その中でほとんどが通信費とか、幸いにもメール便というのができたのがすごくうれ

しい。昔は 140 円払っていたのが 70 円、80 円でやれるとか、そういうのでやりくりしなが

ら、ほとんどその中で賄って、いろんな助成金とかはあるのは知っていたつもりなのですけ

れども、報告書とか、そういうのは患者ですので、いつどんなときというのはすごく難儀に

思うときもあるので、なかなか活用できなくて、3,000 円の中の 145 名で地味な活動をして

おりますのが現実です。 

○斉藤信委員 では、簡単に。きょうは大変ありがとうございました。認識が深まりました。 

 それで、うちの妹もがん患者の会で、北上で活動をしているのですけれども、北上のがん

基金というのは、たしかあれ何か寄附があって、それが原資でしたよね。 

○鈴木俊子参考人 そうです。平成４年だそうです。 

○斉藤信委員 こういう基金があれば、本当に今のようなことができるのかなという感じ

がします。 

 それで、３人、皆さんそれぞれ県のがん対策協議会のメンバーになっていて、どうでしょ

うか、皆さんの意見が県の施策に反映するような議論になっているのかというのを一つ。あ

と、言われたリンパ浮腫外来も、中央病院の佐々木院長もメンバーなのですよね。 

○鈴木俊子参考人 そうです。 

○斉藤信委員 佐々木院長はどんなことを言っていますか。言われたとおり、中央病院にこ

れがないというのは、私も本当に片手落ちで、中央病院自身は、私も毎年佐々木院長と懇談

しているのですけれども、がん拠点病院としての使命を持っていて、ホスピスも欲しいと言

っていたのですよね。先に中央病院になって、日赤にも出たので、ちょっとその方向があれ

なのですけれども、佐々木院長自身はそういうがん対策の総合的な病院にしなければだめ

だという話をずっと私は院長から聞いていたものですから、その点では言われたことで、対

策協議会でどんな議論になっているのか。皆さんが感じていること通ること、通らないこと

があれば、率直にお聞かせいただきたい。 

○川守田裕司参考人 委員会の委員にさせていただきまして、私一番感じるのは、結構委員



会のメンバーの方々、医療関係者の方が多いので、私、やっぱりお医者さんとなると、患者

というか、自分が患者、家族というような感じがありまして、何かすごく言いにくいなとい

う、そういうのがあります。 

でも、毎回頑張って、患者、家族の代表だと思って、代表の一人だと思って、一生懸命発言

させていただいておりまして、この緩和ケアの件とか。あと、患者サロンをおととし、県内

にまだ患者サロンがなかったので、かたくりの会さん、アイリスの会さんと共同で、ぜひ岩

手県にも患者サロンをつくってほしいということで、委員会にも提案いたしまして、それを

いろいろ考慮いただいて、結果的に医大さんとかにもできて、活発に活動しているようです。

そういった意味でいろいろ取り入れてはいただいていますけれども、緩和ケア関係とか、今

おっしゃっていたようなリンパ浮腫外来とか、そういったものももう少し取り入れていた

だければと思います。 

○千葉武参考人 ざっくばらんに言って、何言っていいかわからないですね、どういうこと

を対策協議会の中で話ししていいか。ただ、例えばリンパ浮腫の問題をとりましても、今ま

での医療関係者というと、それは手術して命は得たから、それはいいのではないかと、命に

対して得たリスクなのだと、だからリンパ浮腫なんかは我慢しなさいという形で進んでき

たのではないですか。ですから、そういうふうな感覚がまだある。今の委員の先生方がどう

こうというのではなくて、こんなことを話していいものか、どういうことを言ったらいいの

か。例えば私はがん条例につきまして、県のがん条例があればいいということを委員会でち

ょっと触れたときもあるのですけれども、そういうのは協議会で、県のほうで５カ年計画と

か 10 年計画とかそういうふうなのを出しています。その中の政策の実現のために努力して

いるから、がん条例とかそういうのは必要ないのではないかという意見もあると思います。

ところが私必要だということをお話ししたのは、がん条例を持っている県の施策というの

はやっぱり進んでいるのですよね、よその県より、はっきり言いまして。そうすると、事務

当局のほうもがん条例に基づいてこういう政策しなければならない。すると、議会のほうに

対する説得力もあるし、あるいは知事とか県の幹部のほうに対しても。今一番進んでいるの

は島根県だと思いますけれども、そういうような部分もあるのですけれども。ただ、どうい

う話をしたら、患者として、あるいは患者家族として話ししていいか、本当に何となく座を

暖める感じで、私も悩んでいるのです、はっきり言いまして。 

○鈴木俊子参考人 それこそ３人とも一緒にがん対策委員として、一応患者の思いという

ことで伝えてきたつもりなのです。それで、うれしかったのは、実は平成 20 年のときに、

Ｍａｙｕ―ココロの星―という若い方が乳がんで亡くなった映画の開催があったのをきっ

かけに、ぜひ岩手県でもピンクリボンをやりたいというのを県にも話ししたら、その年の補

正予算をつけていただいて、駅前にピンクリボンツリーをやったり、電車に啓発活動の文面

のツリーをつけていただいたりというのはすごくうれしかったし、あと平成 21 年のときに

は 21 年度より乳がんに対しての啓発活動の事業費の予算としてプラスしていただいたのは

確かかなと思っていたので、やっぱり小さいながらも患者の声を皆さん協力しながらどこ



かの場で訴えていけば、今すぐ形にしていただかなくても、逆に例えば子宮頸がんだって、

我が子、我が孫たちにいつかそういう時代が来たらいいのかなと、今現在私はそう思ってい

ます。 

○三浦陽子委員長 ありがとうございます。 

 ほかにたくさんあるかと思いますが、時間になりましたので、本日はこれで調査を終わら

せていただきたいと思います。 

 改めまして、川守田様、千葉様、鈴木様、本日は本当にお忙しいところ、まことにありが

とうございました。 

 私たちも支援できることを一生懸命頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞお体に

気をつけて頑張ってください。ありがとうございました。 

 委員の皆様には、次回の委員会運営について御相談がございますので、しばしお残り願い

ます。 

 （講師退席） 

○三浦陽子委員長 次に、４月に予定されております次回の当委員会の調査事項について

でありますが、御意見等はございませんでしょうか。 

○斉藤信委員 今までいろいろ会のほうから、今の団体さんとかこうやってきたのですけ

れども、ぜひ今度は地域医療そのものをテーマにしてやっていただきたい。例えば藤沢病院

は県政調査会で呼びましたけれども、まごころ病院みたいに地域で成功している例もあり

ますし、また成功していないところも含めて、やっぱり地域医療をどうやって今支えていく

べきかというのは、いろんな角度から我々も意見も聞くし、検討する必要があるのではない

か、そこを考えたい。 

○三浦陽子委員長 了解しました。 

 そのほかございますでしょうか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三浦陽子委員長 では、ないということで。 

 なお、当委員会の県外調査につきましては、１月 26 日火曜日から 28 日の木曜日までの

２泊３日の日程で実施いたしますので、御参加願います。 

 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。

お疲れさまでございました。 


